
世帯 本人所得等

第１段階
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者又は前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下

基準額×０．２８５
 基準額×０．２９

２１，２００円
 ２１，６００円

第2段階
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円を超
えて120万円以下

基準額×０．４８５ ３６，１００円

第3段階
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超
える

基準額×０．６８５
 基準額×０．６９

５１，０００円
 ５１，３００円

第４段階
本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が８０万円以下

基準額×０．８３ ６１，８００円

第５段階 本人は住民税非課税で上記以外 基準額（６，２００円） ７４，４００円

第６段階 前年の合計所得金額が１２０万円未満 基準額×１．２５ ９３，０００円

第７段階 前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満 基準額×１．３ ９６，７００円

第８段階 前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満 基準額×１．５３ １１３，８００円

第９段階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２０
前年の合計所得金額が３２０万円以上 ４１０万円未満

基準額×１．７ １２６，５００円

第１０段階
　　　　　　　　　　　　　　　４２０　　　　　　５２０
前年の合計所得金額が ４１０万円以上 ５００万円未満

基準額×１．９
 基準額×１．８

１４１，４００円
 １３３，９００円

第１１段階
　　　　　　　　　　　　　　　５２０　　　　　　６２０
前年の合計所得金額が ５００万円以上 ５９０万円未満

基準額×２．１
 基準額×１．９

１５６，２００円
 １４１，４００円

第１２段階
　　　　　　　　　　　　　　　６２０　　　　　　７２０
前年の合計所得金額が ５９０万円以上 ６８０万円未満

基準額×２．３
 基準額×２．０

１７１，１００円
 １４８，８００円

第１３段階
　　　　　　　　　　　　　　　７２０
前年の合計所得金額が ６８０万円以上

基準額×２．４
 基準額×２．１

１７８，６００円
 １５６，２００円

本人非課税
  世帯に課税者あり

　(課税世帯）

※　第１段階から第３段階の年額保険料は、負担軽減措置により国・道・町の公費を充てることで軽減されています。

本人課税
 (課税世帯)

【案】第9期洞爺湖町介護保険料額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料２
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